
今
月
の
納
税
（
１
月
）

●
町
県
民
税
︱
第
４
期
分

●
国
民
健
康
保
険
税
︱
第
８

期
分

納
期
限
は
１
月
25
日
（
水
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
一
通
に
つ
き

１
０
０
円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
ま
で

今
月
の
納
付
（
１
月
）

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
︱

第
７
期
分

納
期
限
は
１
月
25
日
（
水
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
一
通
に
つ
き

１
０
０
円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

税
・
保
険
料
の
納
付
は

安
心
・
便
利
で
確
実
な

口
座
振
替
で

個
人
が
納
め
る
町
税
や
保

険
料
は
、
口
座
振
替
に
す
る

と
金
融
機
関
へ
行
く
手
間
が

い
ら
ず
、
納
め
忘
れ
も
な
く

て
安
心
で
す
。
毎
月
15
日
ま

で
に
手
続
き
を
す
れ
ば
翌
月

か
ら
口
座
振
替
が
で
き
ま
す
。

申
込
用
紙
は
町
内
の
金
融
機

関
や
役
場
税
務
住
民
課
、
保

険
健
康
課
に
あ
り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の　

納
税
通
知

書
、
通
帳
、
通
帳
登
録
印

●
取
引
金
融
機
関　

直
鞍
農

協
、福
岡
ひ
び
き
信
用
金
庫
、

福
岡
銀
行
、
西
日
本
シ
テ
ィ

銀
行
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

●
振
替
日　

毎
月
25
日
（
金

融
機
関
が
休
み
の
場
合
は

次
の
営
業
日
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
、
保
険
健

康
課
公
費
医
療
係
ま
で

土
地
・
家
屋
の
用
途
や

床
面
積
な
ど
の

変
更
届
出
を
忘
れ
ず
に

土
地
や
家
屋
の
所
有
者
で
、

平
成
28
年
１
月
か
ら
12
月
ま

で
の
間
に
次
の
よ
う
な
変
更

が
あ
っ
た
人
は
、
忘
れ
ず
に

届
け
出
て
下
さ
い
。「
土
地
の

利
用
状
況
（
地
目
）
が
変
わ
っ

た
人
」、「
家
屋
の
増
築
・
解

体
な
ど
に
よ
り
床
面
積
な
ど

の
変
更
が
あ
っ
た
人
」、「
家

屋
を
取
り
壊
し
た
人
」、「
登

記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
の
所

有
権
を
移
転
（
売
買
・
贈
与
・

相
続
）
し
た
人
」。

●
届
出
期
間　

１
月
31
日（
火
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
賦
課
係
ま
で

くらしの情報

税
金 く
ら
しの
情
報

Calendar
2017 １
日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
８ ９ 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

15−2017.１

平成 29年１月から、健康の維持増進及び疾病の予防のために一定の取組
（特定健診の受診など）を行う人が、本人または生計を一にする配偶者その
他の親族にかかるスイッチOTC医薬品を購入し、合計額が12,000円を超え
たときは、その超える部分の金額を総所得金額等から控除することができ
るようになりました。なお、従来の医療費控除との併用はできませんので、
控除額が高い方を選択してください。
●スイッチ OTC 医薬品とは　薬局やドラッグストアで販売されている医薬
品（OTC医薬品）のうち、医療機関において医師により処方されていた
医薬品が、安全性・有効性の両面において医師の処方なしでも安全に使
用できると判断され、一般用の医薬品に切り替えられたものをスイッチ
OTC医薬品と呼びます。スイッチOTC医薬品のパッケージには「セル
フメディケーション税控除対象」の共通識別マークが表示されます

●控除を受けるための一定の取組　特定健康診査、予防接種、定期健康診断、
健康診査、がん検診のいずれかを受診していることが必要です。ただし、
生計を一にする配偶者その他親族が一定の取組を行う必要はありません

●控除額の計算方法　スイッチOTC医薬品購入金額－12,000円＝所得控除
額（上限88,000円）

●対象期間　平成29年１月１日から平成33年 12月 31日まで
●確定申告に必要なもの（平成 29 年分の確定申告から適用されます）　　
平成29年１月以降、スイッチOTC医薬品を購入した際のレシート等（レ
シート等に星印などでスイッチOTC薬控除対象品であることが明示され
ます）、控除を受けるための一定の取組を行ったことを明らかにする書類

●問い合わせ　役場税務住民課賦課係まで

共通識別マーク

●鞍手町役場…42局2111番
　　　（FAX…42局5693番）

●中央公民館…42局7200番
●教育課…42局7200番

●歴史民俗博物館…42局3200番
●くらじの郷…42局8811番

●社会福祉協議会…42局7800番
●地域包括支援センター…43局3019番

●上下水道課…42局0408番
●中央浄水場…42局0417番
●くらて病院…42局1231番
●鞍寿の里…42局1233番
●鞍手駅…42局0980番

●火災の発生状況…32局3211番

☎ 問い合わせ先 ☎

スイッチOTC薬控除が
始まりました�



平
成
28
年
分
確
定
申
告
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が

必
要
で
す

平
成
28
年
分

以
降
の
確
定
申

告
に
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記

載
と
申
告
者
の
本
人
確
認
書

類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
＋
運
転

免
許
証
や
公
的
医
療
保
険
の

被
保
険
者
証
な
ど
）
の
提
示

ま
た
は
写
し
の
添
付
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
申
告
会
場
に

ご
来
場
の
際
は
、
必
要
な
書

類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●
注
意
事
項　

扶
養
親
族
等

が
い
る
場
合
は
、
扶
養
親

族
等
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載
が
必
要
で
す

●
問
い
合
わ
せ　

直
方
税
務
署

☎
２
２
局
０
８
８
０
番
ま
で

国
民
健
康
保
険
税
及
び

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

納
付
確
認
書
に
つ
い
て

今
年
も
２
月
16
日
か
ら
３

月
15
日
ま
で
確
定
申
告
の
受

付
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
社
会

保
険
料
控
除
に
使
用
で
き
る

国
民
健
康
保
険
税
（
普
通
徴

収
）
及
び
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
（
普
通
徴
収
）
の
納

付
確
認
書
は
１
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
す
。
今
ま
で
税
務
住

民
課
及
び
保
健
健
康
課
の
窓

口
で
交
付
申
請
を
し
て
い
た

人
は
、
今
し
ば
ら
く
お
待
ち

く
だ
さ
い
。
な
お
、
年
金
か

ら
保
険
税
等
が
天
引
き
さ
れ

て
い
た
人
は
、
年
金
の
源
泉

徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。

●
問
い
合
わ
せ　

国
民
健
康

保
険
税
に
つ
い
て
は
役
場

税
務
住
民
課
収
納
係
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に

つ
い
て
は
役
場
保
健
健
康

課
公
費
医
療
係
ま
で

西
村
弁
護
士
の

無
料
法
律
相
談

西
村
浩
二
弁
護
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
が
行
わ
れ
ま

す
。
受
付
は
７
人
ま
で
で
す
。

●
と
き
　
１
月
10
日
（
火
）

▽
受
付
（
順
番
の
抽
選
）

＝
午
後
０
時
45
分
か
ら
▽

相
談
＝
午
後
１
時
か
ら
４

時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

一
人
で
悩
む
前
に


心
配
ご
と
相
談
へ
ど
う
ぞ

直
方
法
務
局
の
職
員
、
行

政
相
談
委
員
の
皆
さ
ん
が
、

あ
な
た
の
悩
み
に
お
こ
た
え

し
ま
す
。

●
と
き
　
１
月
25
日
（
水
）

▽
受
付
＝
午
後
０
時
45
分

か
ら
▽
相
談
＝
午
後
１
時

か
ら
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

相
続
登
記
手
続
に
関
す
る

無
料
相
談
会

福
岡
県
司
法
書
士
会
で
は
、

２
月
を
「
相
続
登
記
は
お
済

み
で
す
か
月
間
」
と
定
め
、

次
の
と
お
り
県
内
の
司
法
書

士
が
相
続
登
記
手
続
に
関
す

る
相
談
に
無
料
で
応
じ
ま
す
。

●
と
き　

２
月
1
日
（
水
）

か
ら
28
日（
火
）ま
で（
土
・

日
・
祝
日
は
除
く
）。
時
間

は
午
前
９
時
か
ら
午
後
５

時
ま
で

●
と
こ
ろ　

福
岡
県
司
法
書

士
会
会
員
事
務
所

●
問
い
合
わ
せ　

最
寄
事
務

所
の
紹
介
な
ど
詳
し
く
は
、

司
法
書
士
総
合
相
談
セ
ン

タ
ー
☎
（
０
５
７
０
）
７

８
３
局
５
４
４
番
ま
で

今
月
の
補
聴
器
相
談
日

1
月
の
補
聴
器
相
談
が
次

の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。

●
役
場
で
の
相
談　

▽
と
き

＝
１
月
６
日
（
金
）
午
後
１

時
か
ら
２
時
ま
で
（
九
州
補

聴
器
セ
ン
タ
ー
）
▽
と
き
＝

１
月
12
日
（
木
）
午
前
11
時

か
ら
正
午
ま
で
（
九
州
リ
オ

ン
）
▽
と
き
＝
１
月
19
日

（
木
）
午
後
１
時
か
ら
２
時

ま
で
（
あ
さ
ひ
補
聴
器
）
▽

と
き
＝
１
月
25
日
（
水
）
午

後
１
時
か
ら
２
時
ま
で
（
小

倉
補
聴
器
）

　
　

役
場
の
相
談
で
は
、
受
付

順
の
番
号
札
を
配
布
し
ま
す
。

●
く
ら
て
病
院
で
の
相
談
　

▽
と
き
＝
１
月
５
日
（
木
）

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で

（
九
州
リ
オ
ン
）
▽
と
き
＝

１
月
24
日
（
火
）
午
後
２

時
か
ら
４
時
30
分
ま
で
（
九

州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
▽
と

き
＝
１
月
26
日
（
木
）
午

後
２
時
か
ら
５
時
ま
で
（
池

田
補
聴
器
）

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
係
ま
た
は
く

ら
て
病
院
ま
で

求
む
。
平
和
を
愛
す
る
人

自
衛
官
候
補
生
等
の

採
用
試
験
を
行
い
ま
す

自
衛
隊
飯

塚
地
域
事
務

所
で
は
、
次

の
と
お
り
高

等
工
科
学
校
生
徒
及
び
自
衛

官
候
補
生
の
採
用
試
験
を
行

い
ま
す
。

●
高
等
工
科
学
校
生
徒　
　

▽
試
験
期
日
＝
１
月
21
日

（
土
）
▽
受
験
資
格
＝
平
成

29
年
４
月
１
日
現
在
で
15

歳
以
上
17
歳
未
満
の
男
子

▽
申
込
期
限
＝
１
月
６
日

（
金
）

●
自
衛
官
候
補
生　

▽
試
験

期
日
＝
１
月
22
日
（
日
）、

23
日
（
月
）
▽
受
験
資
格

＝
平
成
29
年
４
月
１
日
現

在
で
18
歳
以
上
27
歳
未
満

の
男
子
▽
申
込
期
限
＝
１

月
17
日
（
火
）

●
自
衛
隊
説
明
会　

▽
と
き

＝
１
月
９
日
（
月
・
祝
）

①
午
前
10
時
か
ら
②
午
後

１
時
30
分
か
ら
▽
と
こ
ろ

＝
自
衛
隊
飯
塚
地
域
事
務

所
▽
内
容
＝
自
衛
隊
の
概

要
及
び
募
集
内
容
の
説
明
、

質
疑
応
答

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

詳
し
く
は
、自
衛
隊
飯
塚
地

域
事
務
所
☎
（
０
９
４
８
）

２
２
局
４
８
４
７
番
ま
で

くらしの情報

2017.１−16

町では、臨時職員やパートタイム職員などを
採用する場合、あらかじめ登録している人の中
から採用する登録制度を導入しています。登録
の方法や募集職種などは次のとおりです。なお、
登録しても必ず採用されるとは限りません。ご
了承ください。
●登録方法　登録申請書に写真を貼って必要事
項を記入し、役場総務課人事係へ提出してく
ださい（郵送でも構いません）。登録申請書は、
役場、中央公民館、くらじの郷に置いてあり
ます。また、町のホームページからダウンロー
ドすることもできます

●有効期限　登録の日から１年間
● ４月以降の採用予定職種　▷免許・資格が
不要な職種＝一般事務（パソコン（ワープ
ロ・表計算ソフト）が使える人、10人程度）	
▷免許・資格が必要な職種＝保育士、調理師

●勤務条件　賃金や勤務時間などの勤務条件は、
職種によって異なります。町のホームページ
をご覧になるか、役場総務課人事係までお問
い合わせください

●問い合わせ　役場総務課人事係（〒807－1392	
鞍手町大字中山3705番地）まで

随時、登録を受け付けています

登録してみませんか
臨時職員等登録制度

相
談

試
験

マイナちゃん
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県
営
住
宅
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

福
岡
県
住
宅
供
給
公
社
で

は
、
次
の
と
お
り
県
営
住
宅

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
対
象
住
宅
や
募
集
戸
数

な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
募
集
案
内
書
の
配
布
・
申

込
期
間
　
▽
と
き
＝
１
月

10
日（
火
）か
ら
18
日（
水
）

ま
で
▽
と
こ
ろ
＝
公
社
直

方
出
張
所
（
福
岡
県
直
方

総
合
庁
舎
１
階
・
直
方
市

日
吉
町
９
番
10
号
）、
役
場

建
設
課
な
ど

●
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
県
住

宅
供
給
公
社
県
営
住
宅
管

理
部
☎
（
０
９
２
）
７
８
１

局
８
０
２
９
番
ま
で

介
護
保
険
広
域
連
合

事
業
計
画
策
定
委
員
会
の

委
員
を
募
集
し
ま
す

平
成
29
年
度
は
、
第
７
期

介
護
保
険
事
業
計
画
策
定
の

年
度
と
な
っ
て
お
り
、
福
岡

県
介
護
保
険
広
域
連
合
に
お

い
て
は
介
護
保
険
制
度
の
適

正
な
運
営
を
図
る
た
め
、
事

業
計
画
策
定
委
員
会
を
開
催

し
ま
す
。
同
委
員
会
の
住
民

代
表
の
委
員
を
次
の
と
お
り

募
集
し
ま
す
の
で
、住
民
（
被

保
険
者
）
の
立
場
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
建
設
的
な
意
見
や
提

案
を
い
た
だ
け
る
人
は
ご
応

募
く
だ
さ
い
。

●
募
集
期
間　

１
月
20
日

（
金
）
か
ら
２
月
20
日
（
月
）

ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
介

護
保
険
広
域
連
合
総
務
課

企
画
電
算
係
☎
（
０
９
２
）

６
４
３
局
７
０
５
５
番
ま
で

直
方
特
別
支
援
学
校

聴
覚
障
害
教
育
部
門
の

入
学
者
を
募
集
し
ま
す

直
方
特
別
支
援
学
校
で
は
、

次
の
と
お
り
平
成
29
年
度
幼

稚
部
入
学
者
を
募
集
し
ま
す
。

●
対
象
者　

聴
覚
に
障
害
の

あ
る
幼
児
（
平
成
29
年
４

月
１
日
現
在
で
満
３
・
４
・

５
歳
の
幼
児
）

●
募
集
期
間　

２
月
１
日

（
水
）
か
ら
８
日
（
水
）
の

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時

ま
で
。
た
だ
し
、
最
終
日

は
正
午
ま
で

●
入
学
選
考　

▽
と
き
＝
２

月
17
日
（
金
）
午
前
10
時

か
ら
11
時
20
分
ま
で
▽
と

こ
ろ
＝
直
方
特
別
支
援
学

校
聴
覚
教
育
部
門
棟
▽
内

容
＝
面
接
、
聴
力
検
査
、

行
動
観
察

●
合
格
者
発
表
日　

３
月
２

日
（
木
）

●
問
い
合
わ
せ　

直
方
特
別

支
援
学
校
聴
覚
障
害
教
育

部
門
☎
２
４
局
５
５
７
０

番
ま
で

お
風
呂
は
お
休
み
で
す

く
ら
じ
の
郷
の
休
館
日

く
ら
じ
の
郷
の
福
祉
棟（
お

風
呂
）
と
勤
労
者
ふ
れ
あ
い

棟
（
体
育
館
）
の
１
月
の
休

館
日
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
年
始
は
福
祉
棟
が
１

月
５
日
か
ら
、
勤
労
者
ふ
れ

あ
い
棟
が
１
月
４
日
か
ら
の

開
館
と
な
り
ま
す

●
休
館
日　

９
日
（
月
・
祝
）、

15
日
（
日
）、
16
日
（
月
）、

23
日
（
月
）、
30
日
（
月
）

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

無
戸
籍
で
お
困
り
の
人
へ

戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
お
ら

ず
各
種
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
受

け
ら
れ
な
い
な
ど
で
お
困
り

の
人
は
、
法
務
局
や
市
区
町

村
の
戸
籍
担
当
窓
口
ま
た
は

福
岡
県
弁
護
士
会
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
戸
籍
に

記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

困
っ
て
い
る
人
を
ご
存
じ
の

人
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
皆

さ
ん
の
事
情
を
お
聞
き
し
、

ど
の
よ
う
な
手
続
が
で
き
る

か
を
一
緒
に
考
え
ま
す
。

●
相
談
窓
口　

▽
平
日
午
前

８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

15
分
ま
で
＝
福
岡
法
務
局

戸
籍
課
☎
（
０
９
２
）
７

２
１
局
９
３
３
４
番
ま
で

▽
毎
週
土
曜
日
午
後
０
時

30
分
か
ら
３
時
30
分
ま
で

＝
福
岡
県
弁
護
士
会
子
ど

も
の
人
権
１
１
０
番
☎（
０

９
２
）
７
５
２
局
１
３
３

１
番
ま
で

ふ
く
お
か
農
林
漁
業

新
規
就
業
セ
ミ
ナ
ー
及
び

就
業
相
談
会
を
行
い
ま
す

福
岡
県
で
は
、
職
業
と
し

て
の
農
林
漁
業
へ
の
理
解
を

深
め
て
も
ら
い
、
新
た
な
担

い
手
を
確
保
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、次
の
と
お
り
「
ふ

く
お
か
農
林
漁
業
新
規
就
業

セ
ミ
ナ
ー
・
就
業
相
談
会
」

を
行
い
ま
す
。
農
林
漁
業
へ

の
就
業
を
考
え
て
い
る
人
は

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
と
き
　
１
月
７
日
（
土
）

午
後
１
時
か
ら
４
時
30
分

ま
で
（
受
付
は
午
後
０
時

30
分
か
ら
４
時
ま
で
）

●
と
こ
ろ　

Ｊ
Ｒ
博
多
シ

テ
ィ
９
階
Ｊ
Ｒ
九
州
ホ
ー

ル
（
福
岡
市
博
多
区
博
多

駅
中
央
街
）

●
内
容　

就
業
情
報
の
提
供

及
び
個
別
相
談
、
会
社
説

明
会

●
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
県
農

林
水
産
部
経
営
技
術
支
援

課
後
継
人
材
育
成
室
☎
（
０

９
２
）
６
４
３
局
３
４
９

５
番
ま
で

生
涯
現
役
！

元
気
で
働
き
た
い
人
に

仕
事
を
紹
介
し
ま
す

福
岡
県
高
齢
者
能
力
活
用

セ
ン
タ
ー
は
、
厚
生
労
働
省
、

地
方
自
治
体
、
地
方
経
済
界

の
支
援
の
も
と
、
概
ね
60
歳

以
上
の
人
に
派
遣
と
職
業
紹

介
に
よ
る
就
業
機
会
の
提
供

と
県
内
企
業
の
人
材
確
保
を

目
的
と
し
て
平
成
８
年
に
設

立
さ
れ
た
全
国
唯
一
の
公
益

法
人
で
す
。
生
涯
現
役
、
ま

だ
ま
だ
元
気
で
働
き
た
い
と

い
う
人
は
、
ぜ
ひ
福
岡
県
高

齢
者
能
力
活
用
セ
ン
タ
ー
の

「
は
つ
・
ら
つ
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
」
に
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

登
録
方
法

な
ど
詳
し
く
は
、
福
岡
県

高
齢
者
能
力
活
用
セ
ン

タ
ー
☎
（
０
９
２
）
４
５

１
局
８
６
２
１
番
ま
で

くらしの情報

町では、次のとおり３つの町立保育所と２つの
私立保育園の平成29年度入所受付を行います。
●とき　１月４日（水）から 31日（火）まで。
時間は午前８時 30分から午後５時 15分まで
（ただし木曜日は午後７時まで（役場のみ））
●申込書配布・提出場所　▷新規入所＝役場福
祉人権課児童人権係▷継続入所・継続児の弟
妹の入所＝入所中の各保育所（園）

●入所条件　保護者が仕事をしている、母親が
妊娠中または出産から間もない、同居親族（長
期入院等している親族含む）を常時介護また
は看護しているなどの理由で、日中保育がで
きない家庭の児童

●対象者　▷町立保育所＝生後４か月から小学
校入学前までの児童▷私立保育園＝生後８週
から小学校入学前までの児童

●保育料　保護者が負担する税額によって異な
ります

●問い合わせ　役場福祉人権課児童人権係まで

役場、各保育所（園）で受け付けます

１月４日
　　  から

町立保育所、
私立保育園の
入所受付が
始まります

お
知
ら
せ

募
集



　 国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

こ
ん
な
と
き
に
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払

い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

と
な
る
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」・「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
は
、

外
来
診
療
で
も
使
え
ま
す
。

も
し
、
入
院
や
高
額
な
外
来

診
療
が
決
ま
っ
た
と
き
は
、

早
め
に
交
付
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
各
認

定
証
は
国
民
健
康
保
険
税
の

納
め
忘
れ
が
あ
る
場
合
に
は

交
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
保

険
税
は
必
ず
納
期
限
内
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

印

か
ん
・
国
民
健
康
保
険
証
・

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

で
、
過
去
一
年
間
に
90
日

を
超
え
る
入
院
が
あ
っ
た

人
は
、
入
院
期
間
が
確
認

で
き
る
書
類（
領
収
書
な
ど
）

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ　

役

場
保
険
健
康
課
国
保
年
金

係
ま
で

国
保
の
高
齢
受
給
者
証
を

交
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

で
70
歳
を
迎
え
た
人
（
昭
和

22
年
１
月
２
日
か
ら
２
月
１

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）
に

国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給

者
証
を
次
の
と
お
り
交
付
し

ま
す
。
な
お
、
高
齢
受
給
者

証
が
利
用
で
き
る
の
は
70
歳

の
誕
生
日
の
翌
月
（
１
日
が

誕
生
日
の
人
は
そ
の
月
）
か

ら
で
す
。

●
交
付
す
る
日　

１
月
25
日

（
水
）
午
前
９
時
か
ら

●
必
要
な
も
の　

国
民
健
康

保
険
証
、
印
か
ん

●
交
付
・
問
い
合
わ
せ　

役

場
保
険
健
康
課
国
保
年
金

係
ま
で

国
民
健
康
保
か
ら

社
会
保
険
へ
加
入

１4
日
以
内
に
必
ず
届
出
を

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
世
帯
の
全
員
、
ま
た

は
そ
の
一
部
の
人
に
異
動
が

あ
っ
た
場
合
、
14
日
以
内
に

役
場
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
を
忘
れ
た
り
、
遅
れ

た
り
す
る
と
後
で
医
療
費
を

返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
の

保
険
証
を
送
付
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
は
、
75

歳
以
上
の
人
が
対
象
と
な
る

医
療
保
険
制
度
で
す
。
75
歳

の
誕
生
日
以
降
は
、
現
在
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
に
か

か
わ
ら
ず
、
後
期
高
齢
者
医

療
へ
加
入
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
２
月
に
75
歳
を
迎
え

る
人
（
昭
和
17
年
２
月
１
日

か
ら
２
月
28
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
）
に
は
、
１
月
中
旬

に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証

を
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

こ
ん
な
と
き
に
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
人
で
、
世
帯

員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の

場
合
、
入
院
し
た
と
き
の
食

事
代
や
入
院
、
外
来
診
療
で

の
窓
口
負
担
額
が
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
で
済
む
限
度
額

適
用
認
定
証
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
を
発
行
し
ま
す
。

こ
の
認
定
証
は
、
申
請
し
た

月
の
１
日
か
ら
し
か
使
え
ま

せ
ん
の
で
、
入
院
ま
た
は
高

額
な
外
来
診
療
が
決
ま
っ
た

と
き
は
前
も
っ
て
交
付
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
す

で
に
認
定
証
を
持
っ
て
い
る

場
合
は
、
記
載
さ
れ
て
い
る

有
効
期
限
ま
で
外
来
診
療
に

も
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
公
費
医
療
係
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
証
・
印
か
ん

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

75
歳
に
な
る
前
に

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
で
き
ま
す

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
65

歳
以
上
74
歳
以
下
の
人
は
、

申
請
す
る
と
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
に
な
る
か
な
ら
な
い

か
に
よ
り
、
加
入
す
る
医
療

保
険
、
保
険
料
、
一
部
負
担

割
合
な
ど
が
異
な
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

くらしの情報

のおがた警察署だより

町内の
交通事故
発生状況

【11 月中】 【累　計】
件 数 8件（＋11） 件 数 271件（－21）

死 者 00人（±10） 死 者 221人（±10）

傷 者 11人（－ 1） 傷 者 94人（－26）

お住まいの地区の犯罪発生状況は、
県警のホームページに校区別の詳しい
犯罪発生状況などがご覧になれます。

福岡県警察 検索

直方警察署の最新情報はこちらから

http://www.police.pref.fukuoka.jp/
直方警察署　☎２２局０１１０番まで

直方警察署管内での犯罪発生状況
【11 月中】 【累　計】

刑法犯総数 100 件（－25） 刑法犯総数 1085 件（－139）

車上ねらい 5 件（－ 2） 車上ねらい 31 件（－ 80）

自転車盗難 016 件（－ 2） 自転車盗難 140 件（＋ 10）

空き巣 0 3 件（－ 2） 空き巣 75 件（＋ 10）

2017.１−18

　
休日の夜間の体調不良は
急患センターへ

●問い合わせ　直鞍急患センター
☎２８局２８４０番まで

診療日 診療科目
土曜・日曜・祝日

午後６時から11時まで
小児科
内　科

第２、第４日曜
午前９時から午後６時まで 小児科

●とき　１月11日（水）
午前10時から午後４
時まで（受付は午後３時まで）

●ところ　ハピネスなかま（中間市通谷）
●問い合わせ　福岡県交通事故相談所
　☎（０９２）６４３局３１６８番まで

巡回
交通事故

相談

休日在宅医
診療時間は、午前９時から午後５時までで
す。休日在宅医は、変更になることもあり
ますので、事前に電話でご確認ください。

●１月９日（月・祝）のりまつ医院（猪倉）
☎４２局７００８番

●１月 15日（日）鞍手クリニック（古門）
☎４３局３０３０番

●１月 29日（日）原医院（新北）
☎４３局２０３０番

生活安全課からのお知らせ



介
護
保
険
証
を

交
付
し
ま
す

２
月
に
65
歳
を
迎
え
る
人

（
昭
和
27
年
２
月
２
日
か
ら
３

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）

に
介
護
保
険
証
を
次
の
と
お

り
交
付
し
ま
す
。
将
来
、
介

護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
や

介
護
認
定
の
申
請
の
と
き
に

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
交
付
す
る
日　

１
月
25
日

（
水
）、
26
日
（
木
）
の
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５

時
15
分
ま
で
（
木
曜
日
は

午
後
７
時
ま
で
）

●
必
要
な
も
の　

交
付
案
内

の
通
知
は
が
き
、
印
か
ん

●
交
付
・
問
い
合
わ
せ　

役

場
福
祉
人
権
課
高
齢
者
支

援
係
ま
で

ご
存
知
で
す
か
？

定
住
促
進
奨
励
金

　

町
で
は
、
定

住
人
口
の
増
加

を
図
る
た
め
、

次
の
と
お
り
平

成
24
年
１
月
２

日
か
ら
平
成
34
年
１
月
１
日

ま
で
に
町
内
に
住
宅
等
を
取

得
し
、
一
定
の
要
件
を
満
た

す
人
を
対
象
に
定
住
促
進
奨

励
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

交
付
を
受
け
る
た
め
に
は
申

請
が
必
要
で
す
。

●
申
請
資
格　

鞍
手
町
に
定

住
を
目
的
に
住
宅
を
新
築

し
た
人
、
新
築
・
中
古
住

宅
を
購
入
し
た
人
で
、
次

の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

人
が
対
象
で
す
。
な
お
、

住
宅
を
取
得
す
る
た
め
に

取
得
し
た
土
地
も
奨
励
金

の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
①
平
成
25
年
度

か
ら
平
成
34
年
度
ま
で
に
、

固
定
資
産
税
を
新
た
に
課

税
さ
れ
た
人
②
世
帯
全
員

に
町
税
な
ど
の
滞
納
が
な

い
人
③
過
去
に
鞍
手
町
か

ら
定
住
奨
励
金
を
受
け
て

い
な
い
人
④
暴
力
団
員
や

暴
力
団
関
係
者
で
な
い
人

※
交
付
に
は
そ
の
他
に
も

要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い

●
交
付
期
間　

定
住
促
進
奨

励
金
の
対
象
者
が
取
得
し

た
住
宅
に
対
し
、
新
た
に

固
定
資
産
税
を
課
税
さ
れ

た
年
度
（
平
成
25
年
度
か

ら
平
成
34
年
度
ま
で
）
か

ら
10
年
間
、
交
付
を
受
け

ら
れ
ま
す

●
奨
励
金
額　

対
象
住
宅
や

土
地
に
課
税
さ
れ
る
固
定

資
産
税
に
相
当
す
る
額（
年

間
最
大
15
万
円
ま
で
）
を

年
度
ご
と
に
交
付

●
申
請
手
続　

住
宅
取
得
後
、

最
初
に
固
定
資
産
税
の
納

税
通
知
が
届
く
年
の
８
月

１
日
か
ら
10
月
31
日
ま
で

に
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、申
請
は
10
年
間
、

毎
年
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
申
請
書
類
は
、
役
場

地
域
振
興
課
で
配
布
す
る

ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ　

役

場
地
域
振
興
課
ま
ち
づ
く
り

係
ま
で

く
ら
て
病
院

休
日
乳
が
ん
検
診

く
ら
て
病

院
で
は
、
次

の
と
お
り
休

日
乳
が
ん
検

診
を
行
い
ま
す
。

●
と
き
　
２
月
26
日
（
日
）

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後

４
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
く
ら
て
病
院

●
対
象
者　

40
歳
以
上
の
人

（
対
象
年
齢
で
な
い
人
な
ど

は
別
途
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
）

●
定
員　

20
人

●
予
約
受
付
期
間　

２
月
６

日
（
月
）
か
ら
17
日
（
金
）

ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午

後
５
時
ま
で

●
料
金　

①
町
内
に
お
住
い

の
人
＝
６
０
０
円
②
乳
が

ん
検
診
無
料
ク
ー
ポ
ン
券

を
お
持
ち
の
人
＝
無
料
③

生
活
保
護
受
給
者
＝
無
料

●
予
約
・
問
い
合
わ
せ　

く

ら
て
病
院
ま
で

不
妊
治
療
費
を

助
成
し
ま
す

福
岡
県
で
は
、
次
の
と
お

り
特
定
不
妊
治
療
を
行
う
夫

婦
へ
治
療
費
の
一
部
を
助
成

し
て
い
ま
す
。

●
対
象
治
療　

特
定
不
妊
治

療
指
定
医
療
機
関
に
お
い

て
の
特
定
不
妊
治
療
（
体

外
受
精
・
顕
微
授
精
）及
び
、

あ
わ
せ
て
行
う
男
性
不
妊

治
療

●
対
象
者　

法
律
上
の
夫
婦

で
、
申
請
日
に
少
な
く
と

も
一
方
が
、福
岡
県
内
（
北

九
州
市
、
福
岡
市
、
久
留

米
市
を
除
く
）
に
居
住
し

て
い
る
人
。
た
だ
し
、
治

療
開
始
時
に
お
け
る
妻
の

年
齢
が
43
歳
以
上
の
場
合

は
、
対
象
外
と
な
り
ま
す

●
所
得
制
限　

夫
婦
合
算
の

前
年
の
合
計
所
得
金
額
か

ら
各
種
控
除
額
を
差
し
引

い
た
額
が
、
７
３
０
万
円

未
満
の
人

●
申
請
期
間　

不
妊
治
療
終

了
日
ま
た
は
中
断
日
の
属

す
る
年
度
内
（
３
月
31
日

ま
で
）。
や
む
を
え
ず
年
度

内
に
申
請
で
き
な
い
理
由

が
あ
る
場
合
に
限
り
、
翌

年
度
の
４
月
10
日
ま
で（
事

前
に
申
請
窓
口
へ
の
相
談

が
必
要
で
す
）

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
嘉

穂
・
鞍
手
保
健
福
祉
環
境

事
務
所
健
康
増
進
課
健
康

増
進
係
☎
（
０
９
４
８
）

２
９
局
０
２
７
７
番
ま
で

次
の
方
々
か
ら
寄
附
（
香

典
返
し
）
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
（
か
っ
こ
内
は
故
人
。

故
人
敬
称
略
）。

●
社
会
福
祉
協
議
会
へ
【
香
典

返
し
】

▽
吉
田
キ
ヨ
子
様
＝
山
ヶ
崎

（
陽
治
）

▽
櫻
井
優
子
様
＝
大
池
（
大
塚

泰
子
）

▽
大
庭
史
孝
様
＝
小
牧
（
孝
）

▽
津
田
キ
ミ
コ
様
＝
木
月
（
和

幸
）

●
く
ら
て
病
院
へ【
香
典
返
し
】

▽	

大
庭
史
孝
様
＝
小
牧
（
孝
）

くらしの情報

19−2017.１

愛の
贈
り
も
の

昨年の１月、大寒波の影響により町内で多
くの水道管が凍結し、破裂しました。このよう
に、寒さが厳しくなると水道管が凍結し、破裂
する恐れがあります。露出した水道管には保温
チューブを巻いたり、寝る前に糸が引く程度に
水を流したままにしたりする（図１）、また、メー
ターボックス内には布やビニール袋に新聞紙を
丸めたものを詰める（図２）と凍結の予防にな
ります。
水道管が凍って水が出なくなった場合は、ぬ
るま湯をゆっくりかけて溶かしてください。熱
湯をかけると、破損してしまう恐れがあります
ので、ご注意ください。
●問い合わせ　役場上下水道課上水道工務係
まで

凍結した水道管に熱湯は「厳禁�」

水道管の凍結に
備えましょう

（図１） （図２）


